
平
成
十
年
十
月
三
十
日
受
領 

答

弁

第

二

四

号 

      

衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
三
第
二
四
号 

平
成
十
年
十
月
三
十
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 

一 

 



 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 

三 

衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
は
平
成
十
一
年
六
月
十
二
日
か
ら
施
行
さ 

 
 

 

れ
る
が
、
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の 

 

他
の
手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

法
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新
た
に
対
象
事
業
と
な
る
事
業
に
つ
い
て
、
条
例
又
は
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法 

 

律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
行
政
指
導
（
地
方
公
共
団
体
が
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
を
含 

 
 

む
。
）
そ
の
他
の
措
置
（
以
下
「
行
政
指
導
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
次
の
表
の
上
欄 

 
 

 
 

に
掲
げ
る
書
類
（
法
の
施
行
に
際
し
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
と
き 

 
 

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
と
み
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
当 

 
 

該
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
み
な
さ
れ
た
書
類
の
作
成
ま
で
に
法
の
規
定
に
よ
り
経
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
手
続
を
経
る 

こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
。 

 



 

 

             

四 



 

           
右
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
該
当
す
る
書
類
に
つ
い
て
の
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
結
果
は
、 

次
に
掲
げ
る
告
示
に
よ
り
、
公
表
さ
れ
て
い
る
（
同
条
第
三
項
）
。 

五 

 



 

6 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
通
商
産
業
大
臣
が
同 

5 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の 

根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
・
建
設
省 

 

告
示
第
一
号
） 

4 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の 

根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産 

 

業
省
・
建
設
省
告
示
第
一
号
） 

3 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
百
七
十
二

号
） 

2 

環
境
影
響
評
価
法
の
経
過
措
置
に
係
る
書
類
で
あ
っ
て
作
成
の
根
拠
が
条
例
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行
政
指
導
等
で
あ

る
も
の
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
年
環
境
庁
告
示
第
二
十
九
号
） 

1 

環
境
影
響
評
価
法
の
主
務
大
臣
が
環
境
庁
長
官
で
あ
る
事
業
に
つ
い
て
同
法
の
経
過
措
置
に
係
る
書
類
を
指
定
す
る
件

（
平
成
十
年
環
境
庁
告
示
第
二
十
八
号
） 

六 

 



 

9 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の 

根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等
で
都
市
計
画
に
係
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
建
設
省
告
示
第
千
三 

百
四
十
七
号
） 

8 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の 

根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
六 

 

号
） 

7 

環
境
影
響
評
価
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の 

根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等
で
あ
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
運
輸
省
告
示
第
二
百
八
十
八
号
） 

法
の
主
務
大
臣
で
あ
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
作
成
の
根
拠
が
国
の
行
政
機
関
に
係
る
行
政
指
導
等 

で
あ
る
も
の
を
指
定
し
た
件
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
告
示
第
三
百
二
十
号
） 

し
た
が
っ
て
、
お
尋
ね
の
「
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
手
続
等
」
は
法
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ

の
他
の
手
続
（
以
下
「
方
法
書
手
続
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
法
の
施
行
の
際
に
、
右
の
表
の
一 

 
 

の
項
又
は
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
該
当
す
る
書
類
が
あ
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
方
法
書
手
続
の
一
部
を
経
る
こ 

七 

 



 

1 

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
免 

 
 

許
等
が
与
え
ら
れ
、
又
は
特
定
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
環
境
影
響
評
価
書
案
い
わ
ゆ
る
準
備
書
に
つ
い
て
、
公
告
、
縦
覧
、
説
明
会
の
開
催
手
続
き
が
終
了

し
て
い
な
い
場
合
」
に
お
け
る
当
該
「
準
備
書
」
は
右
の
表
の
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ

る
と
こ
ろ
、
法
の
施
行
の
際
に
当
該
書
類
の
み
が
あ
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
方
法
書
手
続
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と

と
な
る
。
た
だ
し
、
お
尋
ね
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
「
準
備
書
」
に
加
え
て
、
右
の
表
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
の
上

欄
に
掲
げ
る
書
類
に
該
当
す
る
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
方
法
書
手
続
の
全
部
又
は
一
部
を
経
る

こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
。 

こ
の
ほ
か
、
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
、
方
法
書
手
続
を
含
め
た
す
べ
て
の
手
続

を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

と
を
、
同
表
の
三
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
該
当
す
る
書
類
が
あ
る
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
方
法
書

手
続
の
全
部
を
経
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
。 

八 

 



 

 

九 

2 

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
同
号
ロ
に
規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
の
交
付 

の
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の 

3 

1
又
は
2
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
整
備
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
国
の
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る 

事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
当
該
国
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の 

4 

1
、
2
又
は
3
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
行
わ
れ
た
同
法
の
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業 

5 

3
又
は
4
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
第
一
種
事
業
又
は
第
二
種

事
業
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の 


